
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 応募方法 

  農用地等の借受け希望者の募集・受付は、山形市農協アグリセンター・山形農協

各支店・営農センターの窓口で行います。申込書は農地中間管理機構（やまがた農

業支援センター）のホームページ（http://www.yamagata-nogyo-sc.or.jp）からダ

ウンロードまたは、各受付窓口にありますので、所定の事項を記入の上、ご提出く

ださい。 

 

２ 募集期間 

  令和４年２月２８日（月）まで 

 

３ 募集区域 

  募集の対象となる区域は、「全域」です。 

  借受け希望区域が他市町村の場合は、当該市町村に申込みしてください。 

 

４ 申込みにあたっての留意点 

  応募いただいた場合、一部内容を、インターネット等で公表することになります

ので、ご承諾いただく必要があります。詳しくは山形市農政課就農・経営支援係（下

記）までお問い合わせください。 

 

※昨年度まで応募した方については、再提出の必要はありません。 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    （裏面もあります） 

令和３年５月発行 山形市認定農業者情報誌 第１５２号 

現在の山形市の認定農業者数：4０３名（令和３年５月） 

《発行》山形市農業振興協議会 

＜問い合わせ先＞ 

農政課 就農・経営支援係 

℡ 641-1212 内線 430 

相談窓口・お問い合わせ先 

◎ 借受け希望募集について  山形市農政課就農・経営支援係 
℡641-1212内線 430 

◎ その他総合的な事について 山形市農業委員会事務局農地係 
             ℡641-1212内線 775・776 



 

山形市農政課には、商談会や物産展、イベント等の出展者募集など情報が寄せられます。 

そこで、農畜産物や農産加工品等の販路開拓・拡大を目指す農業者の皆様へ、役立つ情報

を直接メールでお届けいたします。 

情報提供を希望される農業者の方は、下記の農政課メールアドレス宛に、件名にメーリン

グリスト登録希望の旨、本文に住所・氏名を記載した Eメールを送付してください。 

山形市農政課メールアドレス：nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp 
 

 

（例：送付メール） 

宛先：nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

件名：商談会等の情報用メーリングリストの登録について 

本文：山形市農政課 ６次産業推進係 あて 
 

情報について、メールの受信を希望します。 
 

ご本人住所：山形市○○町○○番地 

氏名：○○ ○○ 

 

 

問合せ先：山形市農政課 ６次産業推進係 

       ℡：６４１－１２１２ 内線４３１ 
 

 

販路開拓・拡大に役立つ情報を直接お届けします！！ 

  

 

 

 

 

 

 山形市認定農業者連絡協議会では、会員の皆様が農業経営に対する

様々な知識を習得し、各々の経営改善に活用し、継続的で安定的な経

営体として確立することを目的として、毎年様々な研修事業を実施し

ています（スマート農業研修、パソコン研修会等）。 

 研修内容について要望（例：見学してみたい施設、話を聞いてみた

いテーマ等）がある方は、ぜひご意見をお聞かせください。 

 要望はいつでも受け付けておりますので、農政課就農・経営支援係

（内線４３０）へご連絡ください。 

mailto:nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp


 

  

 

家族農業経営を始めとする、担い手の経営を継承し発展させる取組を支

援する目的として、令和３年度経営継承・発展等支援事業を実施します。 

〇補助内容 

  地域の中心経営体の後継者が、経営の主宰権の移譲を受けて経営発展計画を策定し、同計画に基づく

経営発展に向けた取組を実施した場合、経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者に対して最大１００

万円を補助します。 

〇要件 ※主要な要件は以下の通りとなります。 

【個人の場合】 

□ 令和２年１月１日以降に中心経営体等である先代経営者から経営の主宰権の移譲を受けていること又は

申請日までに移譲を受けること 

□ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること 

□ 青色申告者であること 

□ 農地は全て本事業の助成を受けようとする者の名義（所有権または利用権）であること 

□ 経営発展計画を策定し、かつ、計画達成が確実であると見込まれること 

□ 経営移譲を受けた者がその日より前に農業経営を主宰していないこと 

□ 家族農業経営である場合は、家族経営協定を書面で締結していること 

□ 農業次世代人材投資事業（経営開始型、旧青年就農給付金）の交付を現にも過去にも受けていないこと 

□ 地域農業の維持・発展に貢献する取組を行うこと 

【法人の場合】 

□ 令和２年１月１日以降に中心経営体等である当該法人の経営の主宰権を先代経営者から後継者に移譲し

ていること又は申請日までに移譲すること 

□ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること 

□ 青色申告者であること 

□ 農地は全て本事業の助成を受けようとする者の名義（所有権または利用権）であること 

   □ 経営発展計画を策定し、かつ、計画達成が確実であると見込まれること 

□ 経営移譲を受けた者がその日より前に農業経営を主宰していないこと 

□ 経営移譲を受けた者が過去に農業次世代人材投資事業（経営開始型、旧青年等就農給付金）の交付を現

にも過去にも受けていないこと 

□ 地域農業の維持・発展に貢献する取組を行うこと 

 

〇対象経費  

 経営発展に向けた取組 

例：法人化（登記費用等）、新たな部門・作物の導入（資材費・機械装置等費） 

就業規則の策定（社労士等の専門家費用等）、 販路の開拓（コンサルタント費用等）など 

〇補助上限額  

 １００万円 （国と市が２分の１ずつ負担） 

 

〇問い合わせ 

 活用を希望される方は、５/31（月）まで農政課 就農・経営支援係までご連絡ください。 

ＴＥＬ０２３－６４１－１２１２ 内線４３６ 

    

       

〇その他 

・事業採択は全国でのポイント制のため、採択されない場合があります。 

 ・経営発展計画には、「付加価値額の向上」、「地域貢献の目標」を設定し、令和５年度までに

目標を達成する必要があります。 ※目標年度まで報告書類等の提出が必要となります。 

 ・他の補助事業と併用はできません。 

（裏面もあります） 





 代わりの人材を雇用等した際の掛かり増し経費を支援します

 対象期間：令和３年６月30日まで

まずは、全国農業会議所の
本事業専用Webシステムから登録して下さい。

登録はこちらから

URL： https://for‐farmer.jp/

サポートセンターフリーコール 0120‐150‐055（受付時間：平日９時～17時）
メールアドレス info@for‐farmer.jp

お問合せ先：全国農業会議所

支援対象

 新型コロナウイルス感染症の影響で、予定していた人材が来られず
農作業に当たって人手不足になった経営体が対象になります。

新型コロナウイルス感染症の影響で人手不足となった農業経営体が

した際の掛り増し経費を支援します！

代わりの⼈材を雇⽤ ⼈材派遣を活⽤農作業を委託

対象となる例

農業労働⼒確保緊急⽀援事業の対象期間が
6⽉末まで延⻑されます

ケース１ ケース２ ケース３

✔

支援内容✔

申請方法✔

交通費

３万円/月以内

宿泊費（居住費）

6,000円/泊以内

10万円 /月以内

保険料

実費

労賃

500円/時間以内

(10時間/日)



事業の詳細は農林水産省ホームページへ

（作成）農林水産省経営局就農・女性課

新たに雇用する人材（代替人材）に何か要件はありますか？
Ｑ１

新型コロナウイルス感染症の影響で技能実習生等を受け入れることができずに
人材不足になった農業経営体と雇用契約を締結し、農作業に従事してもらうことが
基本的な要件となります。

Ａ１

どのような経費が補助対象になりますか？
Ｑ２

代替して雇用した者に要する交通費、宿泊費、保険料、賃金等が補助対象となります。
ただし、費用全てではなく、受入れ予定だった技能実習生・働いてもらう予定だった方などに
要するはずだった経費を超えた分（掛かり増し経費）が対象となります。

（掛かり増し経費は、前年に代替人材を雇用していた場合も、受入れ予定だった技能実習生
の経費を基準に算定します。）

Ａ２

どのような資料を準備すればよいですか？
Ｑ３

① 受入れ予定又は働いてもらう予定だった方の氏名、勤務内容（労働時間、給与、
交通費等の諸経費）等と、代わりに雇用する予定の方の勤務内容を比較した調書と、

② 上記を証明する書類
を用意していただく必要があります。詳細は、全国農業会議所の申請サイトをご覧下さい。

Ａ３

どのような手続きが必要ですか？
Ｑ４

支援を受けるには、最初に補助対象となる労働が行われた日の１か月後までに案件登録が
必要です。

Ａ４

✔

助成金の支払を受けるには、どうすればよいですか？
Ｑ５

助成金は、月毎に支援対象となる賃金等の支払日の翌月末までに、請求して下さい。Ａ５





 
 

◆ 事業の概要 

水田において、主食用米から戦略農産物の内「ねぎ」「さといも」「落花生」への転換

を促し、本作化を進めることで、需要に応じた米生産を行うことを目的とした事業です。 

◆ 支援内容 

① 戦略農産物機械導入支援事業 

「ねぎ」「さといも」「落花生」の生産に必要な機械の導入を支援します。 

但し、トラクター本体は除きます。 

・トラクターアタッチメント（畝立て機など）・播種機・管理機・収穫機 

・調整機械（皮むき機、切断機）など 

該当機械が不明な場合は、お電話でお問い合わせください。 

◎助成対象者 水田で１０ａ以上戦略農産物の作付けを行う販売農家、 

法人（農事組合法人・株式会社・有限会社等） 

◎助成単価  取得価格の３/１０以内。千円未満は切り捨て。上限額３７５万円 

 

② ねぎ作付け奨励金 

転換直後は、土づくりが必要で収穫量も不安定なため、水田で「ねぎ」を新植

した初年度に限り作付け奨励金を交付します。 

◎助成対象者  １０ａ以上の水田で、ねぎに転換を図った販売農家、法人。 

法人とは、農事組合法人・株式会社・有限会社等をいう。 

◎助成対象水田 畦畔を除き合計１０ａ以上で「ねぎ」を一筆全部に作付した 

水田。 

◎作付奨励金の単価 ねぎに転換した水田面積１０ａあたり１００，０００円 

◎助成方法 申請圃場の現地確認の際、ねぎの新植について確認し、秋に出荷 

販売を確認した上で、奨励金を交付します。 

 

◆ その他 

  事業に要望される方は、下記連絡先までご連絡ください。 

要望が多数の場合は、ご希望に添えない場合があります。 

【お問合せ先】 

山形市農政課営農改善係 

℡：023-641-1212 内線 433 

FAX：023-641-1865 

E-mail：nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

mailto:nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp


 

 
 

１ 事業概要 
農業従事者の高齢化や担い手不足に対応するため、スマート農業の技術導入を図

る農業者に対し、農業機械や用具の導入を実施する場合に支援します。 
 
対象者  本市に住所を有する、スマート農業の機器を導入する農業者・農

業法人・集落営農組織 
※農業法人とは、農事組合法人・株式会社・有限会社とします。 

補助対象機械 ・アシストスーツ 
・特殊剪定鋏 
・農業用ドローン 等 
（補助対象機械か不明な場合は、下記連絡先までお問合せください） 

補助率等 補助対象機械の購入に要する経費の１０分の３以内の額。 
（その額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額） 
補助上限額は１００万円とします。 

※ 補助対象機械が中古の場合、令和３年度において法定耐用年数（７年）まで３

年以上残っているものに限ります。(平成３０年以降に製造されたもの) 

 
 要望される方は下記連絡先までご連絡ください。 

  農政課 営農改善係 ℡ 641-1212（内線 433・434） 
   

要望が多数の場合は、ご希望に添えない場合がございます。 
  支援対象となった際は、申請に必要な書類を別途提出していただきます。 
 
 

 
 

 

山形市役所 農林部 
農政課 営農改善係 
℡ 641-1212（内線 433・434） 
 


